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４/４ 21
午前9時30分
　　～午後 4時
（12時から午後 1時

までは休み）

月 日 会　　　場 受付時間
4/21
（水）

渡島知内 渡島知内町内会館  9:30 ～ 10:10
森 越 森越生活改善センター 10:20 ～ 11:00
中 ノ 川 中ノ川生活改善センター 11:10 ～ 11:50
湯 ノ 里 湯ノ里町内会館 13:30 ～ 14:30
上 雷 上雷生活改善センター 14:50 ～ 15:30
重 内 重内転作定着化指導センター 15:50 ～ 16:30

4/22
（木）

元 町 元町町内会館  9:00 ～ 10:00
はまなす はまなす集会所 10:10 ～ 10:40
涌元谷地 涌元谷地町内会館 10:50 ～ 11:20
前 浜 前浜町内会館 11:30 ～ 12:00
涌 元 涌元漁村センター 13:30 ～ 14:30
小 谷 石 小谷石町内会館 14:50 ～ 15:30
き ら く 町民センター 16:00 ～ 17:00

区 分 個人単位（外来） 世帯単位（入院含む）
現役並み所得者 44,400 円 80,100 円＋｛（医療費総額－ 267,000 円）×１％｝

（高額療養費の支給回数が４回目以降は 44,400 円）
一般 12,000 円 44,400 円
低所得者Ⅱ 8,000 円 24,600 円
低所得者Ⅰ 8,000 円 15,000 円

持参していただくもの

現在お持ちの被保
険者証（保険証）印鑑
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後期高齢者医療制度 保険料率が変わります度

□保険料の計算方法

均等割
（加入者が等しく負担）

所得割
（加入者の所得に応じて負担）

1 年間の
保険料

（100 円未満切捨て）

平成 20･21 年度 43,143 円 ＋ 所得 ( ※ ) の 9.63％ ＝ 円

↓ ↓

平成 22･23 年度 44,192円
（＋ 1,049 円）
, ＋

所得 ( ※ ) の10.28％
（＋ 0.65 ポイント） ＝ 円

□保険料の軽減
1）均等割の軽減

所得が次の金額以下の世帯
平成 21 年度

平成 22 年度均等割額 比較
軽減割合 均等割額

33 万円かつ加入者全員が年金収入 80
万円以下で、他の所得がない 9割軽減 4,300 円 4,400円 ＋ 100 円

33 万円 8.5 割軽減 6,300 円 6,600円 ＋ 300 円

33 万円＋（24 万 5 千円×世帯主以外
の加入者数） 5割軽減 21,500 円 22,000円 ＋ 500 円

33 万円＋（35 万円×世帯の加入者数） 2割軽減 34,500 円 35,300円 ＋ 800 円

2）所得割の軽減

3）被用者保険の被扶養者であった方の保険
料の軽減

□医療費のお知らせ

□お問い合わせ先




